住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金　交付申請書類チェックリスト
　・下の欄にチェックを入れ、交付申請書一式に添付して提出してください。
	申請者
チェック
	必要書類及び注意事項
	備考

	□
	補助金交付申請書
①提出の日付は、空欄で持参してください。

②補助事業等の完了予定日については、契約書の工事完了や引渡しの予定日ではなく、電力会社との電力受給（余剰電力の売電）を開始する予定日を記入してください。
③市税（市民税、固定資産税）、国民健康保険税の納付状況照会があります。税の未納があれば補助金の交付はできません。
④柳川市暴力団等追放推進条例に基づき、申請者が「暴力団関係者」であるか否かを警察に確認する場合があります。補助金等交付申請書には必ず正確な住所の表記、また氏名のふりがなと生年月日を記入してください。

⑤市外から転入予定の方は、以下の１・２の書類の添付が必要です。

１．現住所の確認できる公的書類（住民票、運転免許証、健康保険証等）の写し
２．滞納の無い証明書（申請日から1か月以内）　

※柳川市に居住されて1年未満の方、市外からの転入予定の方で、現在地の居住歴が1年未満の方は、前居住地から滞納の無い証明書（申請日から1か月以内）を添付していただく場合があります。
	様式第１号
（第５条関係）

	□
	システムの位置図（付近見取図）
①住宅地図等の写し等で可。広範囲地図と近辺詳細地図の２種類を添付してください。
	

	□
	契約書等
①補補助対象機器の仕様書
②補助対象機器の設置に要する費用の内訳が確認できる請負契約書又は売買契約書等の写し
③補助対象機器の配置や設置箇所が確認できる図面
	

	□
	工事着工前の写真（設置場所がわかるように撮影したもの）
①家の全体写真（１枚）
１．どの家か特定できるように、できるだけ広めに撮影してください。
２．新築の場合は更地の写真でも構いません。
②太陽光モジュールを設置する屋根の写真　※パネルを設置する面すべての写真を添付してください。

③蓄電池を設置する場所の写真
	補助金申請時添付写真
撮影したものをA４用紙に分かるように貼り付けても可

	□
	承諾書
　①住宅が申請者の所有でない場合や共有名義の場合は必要です。
	様式第２号
（第５条関係）

	□
	手続代行選任届
　①申請者本人以外の方が持参する場合は必要です。
	様式第３号
（第６条関係）


●注意事項
①郵送による提出は受け付けません。必ず柳川庁舎２階生活環境課の窓口に持参提出してください。
②書類に不備がある場合は、受付いたしません。
③申請は必ず工事着工前に行ってください。交付決定前に着工したものは補助の対象になりません。
④関係機関への照会と、その回答内容の確認が必要なため、申請者の方へ交付決定通知書が届くまで、相応の期間を要します。着工日は交付決定までの時間的余裕を持って設定してください。
⑤リース契約による補助対象機器は、対象となりません。
⑥補助金交付申請者名と電力会社との電灯契約及び受給契約者（電力会社との余剰電力の売買契約者）名は同じ方になります。異なる場合は補助対象にはなりません。
⑦完了予定日までに完了できない場合は、完了予定日よりも前に変更承認申請の提出が必要になります。

